
水道水水質基準値超過について 

 

 白田浄水場系統（北川・奈良本・片瀬・白田の一部・稲取の一部）の水質検査結果で「アル

ミニウム及びその化合物」が水道水の基準値を超えて検出されました。 

 令和 8 年１月 ７日 水質検査（稲取系管末）0.34 ㎎/L 

               （熱川系管末）0.27 ㎎/L 

 

令和 8 年 1 月 14 日 水質結果（稲取系管末）0.37 ㎎/L 

               （熱川系管末）0.3 ㎎/L 

 

令和 8 年 1 月 23 日 水質結果（稲取系管末）0.33 ㎎/L 

               （熱川系管末）0.43 ㎎/L 

 

※「アルミニウム及びその化合物」の水質基準値は 0.2 ㎎/L 以下です。 

 これは「アルミニウム及びその化合物」が高濃度に含まれると、水が白濁する事がある

ために定められた基準です。 

 

 「アルミニウム及びその化合物」について上記のとおり水質基準値の超過が見られていま

す。このため、水道水が白濁する場合があります。 

  ただし、アルミニウムについては人体への吸収率が低く、摂取したほとんどが体外に排

泄されるため、今回検出された程度の微量のアルミニウムでは、健康に影響することはあり

ません。このことを考慮し、今回の基準超過については、給水の停止や飲用の制限などは行

っておりません。 

 

 現在、基準値超過の原因を究明すべく調査を行っております。進捗があり次第お知らせい

たします。 

 今後も水質検査基準値超過が継続した場合、飲用制限等を行う可能性があります。 

 

 皆様には大変ご心配、ご迷惑をおかけしておりますがご理解ご協力をお願いいたします。 

 

 

※ＪＥＣＦＡ（ＦＡＯ／ＷＨＯ合同食品添加物専門家会議）では、人が一生摂取し続けても

健康への悪影響がないと推定される暫定的な許容量（暫定耐容週間摂取量）として、アルミ

ニウムは、体重 1 ㎏、一週間当たり、2 ㎎という値を設定しています。 
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